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札
幌
国
税
局
で
は
、
国
税
局
や
税
務
署

に
お
い
て
、
税
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と
し

て
活
躍
す
る
税
務
職
員
を
募
集
し
ま
す
。

◆
受
験
資
格

　

高
卒
見
込
み
の
者
も
し
く
は
高
卒
後
３

　

年
を
経
過
し
て
い
な
い
者　

◆
申
込
受
付
期
間

　

６
月
22
日（
月
）〜
７
月
１
日（
水
）

◆
申
込
専
用
ア
ド
レ
ス

　

http://w
w
w
.jinji-shiken.go.jp/

　

juken.htm
l

◆
第
１
次
試
験
：
９
月
６
日（
日
）

▽
合
格
者
発
表
日
：
10
月
８
日（
木
）

◆
土
木
技
師
職（
１
名
）

年
齢
：
35
歳
未
満（
昭
和
60
年
４
月
２
日

　
　
　

以
降
生
ま
れ
）

資
格
：
土
木
の
専
門
課
程
を
履
修
・
卒
業

　
　
　

し
、実
務
経
験
２
年
以
上
の
者（
土

　
　
　

木
ま
た
は
水
道
に
関
す
る
業
務
）

申
込
方
法

　

・
履
歴
書（
写
真
添
付
）

　

・
所
持
し
て
い
る
資
格
証
明
書（
写
し
）

　

・
卒
業
証
明
書

　

こ
れ
ら
を
持
参
ま
た
は
郵
送

採
用
予
定
年
月
日
：
令
和
３
年
４
月
１
日

申
込
期
限
：
６
月
30
日

　

・
問
総
務
課
総
務
係

☎
２
・
１
２
１
１

◎詳しい内容は直接お問い合わせください。
◎記事中の記号は次のとおりです。
　問：お問い合わせ先　☎：電話　℻：ファックス　　：申込先
　　ホームページ　E：メールアドレス　　：フェイスブック

○人口：5,038人（+2人）
　【内外国人：208人】
○男♂：2,381人（+1人）
　【内外国人：30人】
○女♀：2,657人（+1人）
　【内外国人：178人】
○世帯：2,470戸（+9戸）
     【内外国人：197戸】
※（　）内数字は前月比

人
の
う
ご
き　

４
月
末

町
職
員
の
募
集

選挙管理委員会からのお知らせ
～町長選挙立候補に関して～

町長選挙
投票日：８月３０日（日）
告示日：８月２５日（火）

立候補について
◆年齢要件：満２５歳以上
◆立候補届出期間（１日間）
　８月２５日（火）８時３０分～１７時まで
　※郵便等による届出は認められません
◆立候補予定者説明会
　日時： ７月３１日（金）　１３時３０分～
　場所： 役場２階 会議室
問選挙管理委員会　☎２・１２９２　

◆
第
２
次
試
験

　

10
月
14
日（
水
）〜
23
日（
金
）の
内
指
定

　

す
る
日

▽
最
終
合
格
者
発
表
日
：
11
月
17
日（
火
）

問
札
幌
国
税
局
人
事
第
２
課
採
用
担
当

☎
０
１
１
・
２
３
１
・
５
０
１
１

問
北
見
税
務
署
総
務
課

☎
０
１
５
７
・
２
３
・
７
１
５
１

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
が
で
き
な
い
方

　

は
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
人
事
院
北
海
道
事
務
局

☎
０
１
１
・
２
４
１
・
１
２
４
８

〒
０
６
０
・
０
０
４
２

札
幌
市
中
央
区
大
通
西
12
丁
目

税
務
職
員
の
募
集
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児
童
手
当
の
支
給
対
象
者（
現
在
、
中

学
校
３
年
生
ま
で
の
子
ど
も
が
い
る
方
）

は
、
期
日
ま
で
に「
児
童
手
当
現
況
届
」

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
届
出
は
、

毎
年
６
月
１
日
の
状
況
を
記
載
し
、
児
童

手
当
の
支
給
を
引
き
続
き
受
け
る
要
件
を

満
た
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
た
め
の
大

切
な
届
出
で
す
。
必
ず
期
日
ま
で
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　

現
在
受
給
さ
れ
て
い
る
方
に
は
個
別
に

通
知
し
ま
す
。

　

公
務
員
の
方
は
勤
務
先
で
手
続
き
さ
れ

ま
す
の
で
届
出
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
持
参
す
る
も
の
：
印
鑑
、
保
険
証

◆
手
続
き
先

▽
保
健
福
祉
課
社
会
福
祉
係

▽
若
佐
支
所

▽
浜
佐
呂
間
出
張
所

◆
受
付
期
間
：
６
月
30
日（
火
）ま
で

※
受
付
期
間
ま
で
に「
児
童
手
当
現
況
届
」

　

の
提
出
が
な
い
場
合
は
、
受
給
資
格
が

　

あ
っ
て
も
６
月
分
以
降
の
児
童
手
当
を

　

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の

　

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
保
健
福
祉
課
社
会
福
祉
係

☎
２
・
１
２
１
２

　特定健診・健康診査は、生活習慣病を効果的に予防し、悪化による重症な病気の発症を防ぐため
の健診です。年に１回、受診しご自身の生活習慣を振り返るきっかけとしましょう。
　また、胃・肺・大腸がん検診も同時に実施しています。今や２人に１人ががんにかかると言われ
ています。がんは早期発見・早期治療により半数以上が完治するようになりました。早期発見のた
めには年に 1回、定期的にがん検診を受けることが大切です。

★特定健診・大腸がん検診無料クーポン券をご活用ください !!
　特定健診および大腸がん検診の無料クーポン券をそれぞれ対象となる方に送付しています。無
料クーポン券が届いた方はぜひクーポン券を活用して受診しましょう。

◆対象者
　・特定健診：４０～７４歳の国保加入者
　・健康診査：７５歳以上および３９歳以下の方
　・胃・肺・大腸がん検診：原則３５歳以上の方
◆日程・会場

※新型コロナウイルス感染症の状況により、日程が変更になる可能性があります。
　変更がある場合は広報等でお知らせします。
◆申込期限：６月３０日（火）
◆申込方法：電話・回覧・町ホームページから申し込みできます。
◆町ホームページから申し込むには…

日　　程 受付時間 会　　場
８月２１日（金）

６：００～９：００

若佐コミュニティセンター

　　２２日（土）
町民センター

　　２３日（日）

①右記ＱＲコードを読み取
り応募フォームへアクセス

佐呂間町ホームページ 検　索

②ホームページアクセス後『くらしのガイド』
→健康欄の『各種検診』へ

　・問保健福祉課保健推進係　☎２・１２１２

　特定健診・健康診査
胃・肺・大腸がん検診のお知らせ

児
童
手
当
現
況
届
を
お
忘
れ
な
く
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◆
納　
　

期
：
６
月
30
日（
火
）

◆
口
座
振
替
：
６
月
25
日（
木
）

※
諸
事
情
に
よ
り
「
納
期
限
ま
で
に
納
め

　

ら
れ
な
い
」「
一
度
に
納
め
ら
れ
な
い
」

　

な
ど
の
相
談
や
、
不
明
な
点
が
ご
ざ
い

　

ま
し
た
ら
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
企
画
財
政
課
町
民
税
係
・
徴
収
対
策
室

☎
２
・
１
２
１
４

　

こ
れ
か
ら
の
時
期
は
、
気
温
が
上
が
る

に
つ
れ
て
湿
度
も
上
が
り
、
食
中
毒
が
起

こ
り
や
す
い
季
節
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
夏
場
は
菌
が
繁
殖
し
や
す
い
だ

け
で
は
な
く
、
身
体
の
抵
抗
力
・
免
疫
力

も
落
ち
気
味
と
な
る
の
で
、
食
中
毒
予
防

の
三
原
則
を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

◆
食
中
毒
予
防
の
三
原
則

【
①
つ
け
な
い
】

　

食
中
毒
の
原
因
と
な
る
細
菌
や
ウ
イ
ル

ス
、
有
害
物
質
な
ど
を
食
品
や
調
理
器
具

に
つ
け
な
い
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

ま
ず
、
手
や
調
理
器
具
を
清
潔
に
保
ち

ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
菌
の
つ
い
た
食
品

か
ら
他
の
食
品
へ
の
二
次
感
染
を
防
ぐ
た

め
、
包
丁
や
ま
な
板
は
水
で
流
し
て
乾
い

た
布
巾
で
拭
き
、
布
巾
は
頻
繁
に
水
洗
い

す
る
よ
う
に
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

【
②
増
や
さ
な
い
！
】

　

夏
場
は
屋
外
だ
け
で
な
く
、
屋
内
も
高

温
多
湿
に
な
り
が
ち
で
す
。
食
品
は
室
温

で
放
置
せ
ず
に
冷
蔵
庫
で
管
理
し
ま
し
ょ

う
。

　

し
か
し
、
冷
蔵
庫
を
過
信
し
過
ぎ
る
の

も
禁
物
で
、
夏
場
は
冷
蔵
庫
内
の
温
度
も

上
が
り
や
す
い
た
め
、扉
の
頻
繁
な
開
閉
、

食
品
の
詰
め
込
み
過
ぎ
に
注
意
し
ま
し
ょ

う
。

【
③
殺
菌
す
る
！
】

　

生
も
の
を
で
き
る
だ
け
控
え
、
加
熱
し

た
も
の
を
食
べ
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、　

調
理
器
具
は
熱
湯
消
毒
し
て
か

ら
使
用
し
ま
し
ょ
う
。

　

な
お
、
冷
凍
・
冷
蔵
に
よ
る
殺
菌
効
果

は
期
待
で
き
ず
、
保
存
し
た
食
品
は
早
め

に
再
加
熱
し
て
食
べ
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。

し尿等処理手数料（汲み取り料）が
７月から値上げされます
　し尿および浄化槽汚泥収集（汲み取り）の際にお支払いいただいております「し尿等処理手数料」に
ついて、燃料費の高騰や消費税率の改定に伴い７月より次のとおり改定します。
　なお、収集料金は２５リットル刻みで算出しますが、２００リットルに満たない場合は最低料金
として２００リットル分の料金（２，０８０円）となります。
　ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
問遠軽地区広域組合衛生施設課
☎０１５８・４２・８３２５

町
道
民
税（
１
期
）の
納
期
で
す
！

食
中
毒
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
！

※金額は１００リットル当たり

改定前
（６月まで）

９６０円

改定後
（７月以降）

１，０４０円
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７
月
に
開
催
を
予
定
し
て
い
ま
し
た
ア

メ
リ
カ
ア
ラ
ス
カ
州
パ
ー
マ
市
と
の「
姉

妹
都
市
提
携
40
周
年
記
念
事
業
」に
つ
い

て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防

止
の
た
め
、
開
催
を
１
年
延
期
し
、
令
和

３
年
度
中
に
開
催
す
る
こ
と
を
決
定
し
ま

し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
企
画
財
政
課
企
画
係

☎
２
・
１
２
１
４

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
は
、
令
和
３
年
３
月

新
規
高
等
学
校
卒
業
予
定
者
に
か
か
る
求

人
に
つ
い
て
６
月
１
日
か
ら
受
け
付
け
て

て
い
ま
す
。

　

企
業
の
将
来
を
担
う
新
卒
者
の
採
用
に

つ
い
て
是
非
ご
検
討
し
て
い
た
だ
き
、
お

早
め
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
求
人
の
申
込
み

を
お
願
い
し
ま
す
。

問
北
見
公
共
職
業
安
定
所
専
門
援
助
部
門

☎
０
１
５
７
・
２
３
・
６
２
５
１

問
遠
軽
出
張
所

☎
０
１
５
８
・
４
２
・
２
７
７
９

来
春
の
新
規
高
等
学
校
卒
業
予
定

者
の
求
人
申
込
を
お
早
め
に
！

姉
妹
都
市
提
携
40
周
年
記
念
事
業

を
延
期
し
ま
す

後期高齢者医療制度のお知らせ

◆支払いについて
　保険料のお支払いは、「年金からのお支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。口座振替を
希望される方は町民課医療保険係にお問い合わせください。
　ただし、次のいずれかに当てはまる方は、「年金からのお支払い」ができないため、「納入通知書」
や「口座振替」により納めていただきます。

▽介護保険料が年金から引かれていない方（年金額が年額１８万円未満の方）

▽介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が引かれている年金の受給額の半
　分を超える方
※保険料のお支払いが困難な場合は町民課医療保険係へご相談ください。災害、失業などによる
　所得の大幅な減少、その他特別な事情で生活が著しく困窮し、保険料のお支払いが困難な方に
　ついては、保険料の減免を受けられる場合があります。

※所得の少ない方は、世帯主や被保険者の所得に応じて保険料が軽減されます。
※年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。

令和２年度の保険料の計算方法（保険料は７月に個別に通知します）

均等割【１人当たりの額】

５２，０４８円 １０．９８％

所得割【本人の所得に応じた額】
（令和元年中の所得－３３万円）×

（１００円未満切捨て）

限度額６４万円
１年間の保険料

＋ ＝

問北海道後期高齢者医療広域連合　　　問町民課医療保険係
☎０１１・２９０・５６０１　　　　　☎２・１２１３

５月２０日現在
問建設課管理係　☎２・１２１０

町営住宅の空き状況

団　地　名 居住階 間取り 戸 数 家　賃

西富
１階 ３LDK ４戸 15,400円～

２階 ３LDK ５戸 15,200円～

宮前 ２階 ３LDK ７戸 23,500円～

栄 １階 ３LDK ２戸 15,300円～

若佐第２ ２階 ３LDK ２戸 15,700円～

浜佐呂間
第３

１階 ３LDK １戸 16,100円～

２階 ３LDK １戸 17,400円～

若佐第１

平屋

３DK ２戸 8,800円～

浜佐呂間
第２

２DK １戸 5,600円～

３DK ３戸 6,500円～

若里 ３DK ２戸 9,200円～
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◆
マ
ス
ク
を
寄
贈
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

　

西
富
に
在
住
の
垂
水
大
氏
よ
り
、
マ
ス

ク
２
４
０
０
枚
を
寄
贈
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。「
マ
ス
ク
不
足
で
困
っ
て
い
る
町

内
医
療
機
関
や
小
学
校
で
役
立
て
て
く
だ

さ
い
」
と
い
う
意
向
が
あ
り
、
町
内
医
療

機
関
、
各
小
学
校
に
配
布
し
ま
し
た
。

　

西
富
に
在
住
の
藤
田
信
雄
・
す
み
子
夫

妻
よ
り
、「
町
で
役
立
て
く
だ
さ
い
」と
手

作
り
マ
ス
ク
を
寄
贈
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
役
場
窓
口
に
配
置
し
、
ご
希
望
の
方

に
配
布
し
ま
し
た
。

オホーツク総合振興局農務課では牛
乳・乳製品の消費拡大の取組を行って
います。

商工業者のみなさまの経営維持を支援します
～佐呂間町商工業者経営維持支援事業補助金～

問佐呂間町商工会　　☎２・３４４８
問経済課商工観光係　☎２・１２００

◆補助対象者（次の要件をすべて満たす事業者）
　 ▽佐呂間町に事業の本拠を置き、平成３１年３月１日以前から商工業を営んでいる事業者
　 ▽本年３月から８月までの各月において、前年同月比５０％以上売上が減少している事業者
　 ▽国が実施している持続化給付金の支給申請を行っている事業者
◆補助金の額
　各月における補助金の額は、１０万円または前年同月に比して減少した売上額の２分の１相当
　額のいずれか少ない額
◆申請の際に必要なもの
　 ▽国の持続化給付金支給申請書の写し
　 ▽前年同月に比して５０％以上の売上減となっていることを証する書類

佐呂間町商工業者経営維持支援事業補助金

　新型コロナウイルス感染拡大防止による外出自粛等の影響により事業売上が減少した町内の商工業
者を対象に、経営維持を支援するための補助金を新設しましたのでお知らせいたします。
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問北見年金事務所　　☎０１５７・３３・６００７（自動応答で１→２を選択）
問町民課戸籍年金係　☎２・１２１３　

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金
保険料の納付が困難な方は免除申請が可能です！

申請について
◆対象期間：２月～６月分まで※７月分以降は改めて申請が必要です
◆必要書類：①国民年金保険料免除・納付猶予申請書
　　　　　　　※申請書の「⑫特例認定区分」欄の「３. その他」に丸をし、「臨時特例」と記入
　　　　　　②所得の申立書（簡易な所得見込額の申立書（臨時特例用））
　　　　　　どちらの書類も日本年金機構ホームページからダウンロードできます　　　　　　
◆申請方法：必要書類を北見年金事務所または町民課戸籍年金係まで郵送により提出
　　　　　　※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、郵送での提出にご協力ください

対象者（以下のどちらにも該当する方）
①新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
　２月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響による業務喪失等により収入が減少した方
②所得が相当程度まで下がった
　２月以降の所得状況からみて、令和２年中の所得見込額（※１）が国民年金保険料免除基準相当
　（※２・３）になることが見込まれる方

※１　２月以降の任意の月（収入が最も低い月など）における所得額を１２か月分に換算し、見込
　　　みの経費等を控除し計算します
※２　全額もしくは一部免除がそれぞれの基準に沿って適用されます
※３　免除や納付猶予の判定において、世帯主および配偶者（納付猶予は配偶者のみ）も審査の対
　　　象になります。また、申請者本人のほか、世帯主や配偶者が上記①と②に該当する場合も
　　　この簡易な手続きによる申請ができます

　今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売上の減少などが生じ
て所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手
続きにより国民年金保険料の免除申請が可能となりました。

・
・
・
・


